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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第50期中 第51期中 第52期中 第50期 第51期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等       

売上高 （百万円） 51,604 42,018 31,538 206,315 150,105 

経常損益 （百万円） △326 2,418 2,513 15,586 12,632 

中間（当期）純損益 （百万円） △510 2,540 1,805 △34,138 13,279 

純資産額 （百万円） 17,085 12,014 23,134 9,432 22,801 

総資産額 （百万円） 374,907 207,329 217,673 187,809 264,234 

１株当たり純資産額 （円） △225.35 △275.32 △177.22 △293.07 △186.70 

１株当たり中間（当期）

純損益 
（円） △8.90 17.41 8.85 △573.26 105.62 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） ─ 7.92 6.84 ─ 50.28 

自己資本比率 （％） 4.6 5.8 10.6 5.0 8.6 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △36,198 △52,473 △47,786 40,850 △17,411 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 2,345 2,840 △324 42,313 3,010 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 22,848 47,853 △23,956 △64,932 72,390 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（百万円） 6,666 34,120 21,820 35,899 93,888 

従業員数 （人） 2,151 963 1,017 921 951 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第50期中および第50期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在する

ものの中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

３．第52期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第50期中および第50期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するも

のの中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

３．第52期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第50期中 第51期中 第52期中 第50期 第51期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等      

売上高 （百万円） 32,015 37,943 27,661 154,440 140,596 

経常損益 （百万円） △1,271 2,065 2,161 12,110 11,442 

中間（当期）純損益 （百万円） △768 2,002 1,525 △35,952 11,797 

資本金 （百万円） 17,582 12,641 12,641 30,041 12,641 

発行済株式総数       

普通株式 （千株） 57,431 111,258 111,258 111,258 111,258 

優先株式 （千株） 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

純資産額 （百万円） 22,027 14,083 23,875 11,799 23,926 

総資産額 （百万円） 349,661 205,403 215,807 274,199 260,916 

１株当たり純資産額 （円） △139.12 △256.71 △170.55 △271.78 △176.57 

１株当たり配当額      

普通株式 （円） ─ ─ ─ ─ ─ 

Ａ種優先株式 （円） ─ ─ ─ ─ 6.62 

Ｂ種優先株式 （円） ─ ─ ─ ─ 6.62 

Ｃ種優先株式 （円） ─ ─ ─ ─ 6.62 

Ｄ種優先株式 （円） ─ ─ ─ ─ 6.62 

Ｅ種優先株式 （円） ─ ─ ─ ─ 60.62 

１株当たり中間（当期）

純損益 
（円） △13.41 12.57 6.33 △603.74 92.28 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） ─ 6.25 5.77 ─ 44.67 

自己資本比率 （％） 6.3 6.9 11.1 4.3 9.2 

従業員数 （人） 569 610 641 553 591 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産販売事業 574 

仲介事業 205 

その他事業 170 

全社（共通） 68 

合計 1,017 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 641 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格高騰による素材価格の上昇、個人消費の伸び悩みなど不

透明な要因があるものの、企業収益は緩やかに改善し、雇用情勢も明るい兆しが見えてまいりました。 

 当不動産業界では、大都市圏における収益不動産の活発な取引により都心部の地価が上昇に転じ、郊外へ波及す

るという動きが顕著となってまいりました。首都圏のマンション分譲市場においては、都心部の用地取得難や地価

上昇をにらんだ販売時期の調整といった動きを背景に供給戸数が減少し、分譲価格は上昇するといった新たな局面

を迎えておりますが、分譲価格の先高感もあり売れ行きは堅調に推移しております。 

 当社グループは、平成１７年３月に、マンション事業における安定収益の確保及び自己資本の拡充を基本方針と

した３ヶ年計画「TOWA Next Stage ～藤和不動産グループ新事業計画～を策定しました。計画初年度である平成

１８年３月期は、マンション販売の好循環が奏功し目標を大幅に上回る業績をおさめました。当期は２年目にあた

り、コーポレートステートメント「すべては、お客さまの笑顔のために。」をモットーに、信用回復をより強固な

ものとするため、マンション分譲事業の更なる強化を図り、業績の向上に努めてまいりました。 

 その結果、マンション契約済戸数は前中間期を上回り、3,548戸（前中間期比305戸増）まで完了いたしました。

しかしながら、前年に比べ、引渡しが下期に集中しており、マンションの売上計上戸数は前中間期比で減少いたし

ました。 

 当中間連結会計期間の業績は、売上高31,538百万円（前連結中間会計期間比24.9 ％減）、営業利益2,962百万円

（前連結中間会計期間比15.8 ％減）、経常利益2,513百万円（前連結中間会計期間比3.9 ％増）、中間純利益

1,805百万円（前連結中間会計期間比29.0 ％減）となりました。 

 なお、当社グループでは中間配当制度は採用しておりません。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①不動産販売事業 

 主力のマンション分譲事業におきましては、マンション分譲事業40年で培った実績とノウハウをもとに、「す

べては、お客さまの笑顔のために。」をマンションづくりの姿勢とし、製販一体をビジネスモデルとした事業を

展開してまいりました。 

 当中間期に横浜市戸塚区において大規模物件であるフォートンヒルズ（第二工区サンライトステージ・206

戸）の全戸契約・引渡しを完了するなど好調に推移し、その結果、当セグメントの業績は、売上高 26,025百万

円（前中間連結会計期間比 27.9 ％減）、営業利益2,365百万円（前中間連結会計期間比 12.7 ％減）となりま

した。 

 なお、当中間連結会計期間のマンション売上計上戸数は769戸であります。 

②仲介事業 

 当セグメントの業績は、不動産仲介が一般仲介を中心に順調に推移し、売上高1,814百万円（前中間連結会計

期間比 5.2 ％減）、営業利益325百万円（前中間連結会計期間比 40.0 ％減）となりました。 

③その他事業 

 当セグメントにおいては、ノンコア事業の撤退およびレジャー部門の収益改善を推進してまいりました。その

結果、当セグメントの業績は、売上高3,699百万円（前中間連結会計期間比 8.3 ％減）、営業利益306百万円

（前中間連結会計期間比 21.5 ％増）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主にマンション事業用地の仕入を推進したことによ

る販売用不動産の増加および仕入債務の減少により47,786百万円のネット支払額（前年同期は52,473百万円のネット

支払額）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により324百万円のネット支払額（前年同期は2,840百

万円のネット収入額）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済により23,956百万円のネット支払額（前年同期は47,853

百万円のネット収入額）となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物は、期首から72,067百万円減少し、21,820百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループにおける販売品目は受注生産形態をとらない品目がほとんどであり、生産規模および受注規模を金額

あるいは数量で示すことは行っておりません。 

 販売の状況を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去をしております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 なお、中高層住宅売上高は、上半期と下半期が平均しておらず、最近３年間を示すと、次のとおりであります。 

 また、参考として当社の中高層住宅（マンション分譲事業）における用地仕入、新規供給、期中契約、手持契約済

を戸数ベースで示すと、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 売上高（百万円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業   

中高層住宅 24,340 74.2 

その他 1,684 51.4 

仲介事業 1,814 94.8 

その他事業 3,699 91.7 

合計 31,538 75.1 

区分 

中高層住宅売上高 

１年通期（百万円） 
（Ａ） 

上半期（百万円） 
（Ｂ） 

（Ｂ）／（Ａ）（％） 

第49期 157,541 45,561 28.9 

第50期 157,302 28,086 17.9 

第51期 131,756 32,793 24.9 

第52期 － 24,340 － 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 戸数（戸） 前年同期比較増減（戸） 

用地仕入 2,713 618 

新規供給 1,807 △967 

期中契約 1,779 △726 

手持契約済 3,111 332 



３【対処すべき課題】 

 当社は、平成１６年１２月に三菱地所株式会社（以下「三菱地所」という）との『戦略的パートナーシップの構

築』を決定し、平成１７年度を初年度とする「TOWA Next Stage ～藤和不動産グループ新事業計画～」（以下「新

事業計画」という）を平成１７年３月に策定いたしました。 

 当社は、「新事業計画」を業界の主要プレイヤーとしての生き残りを確実にする「足場固めの期間」、「マーケッ

トリーダーへの準備段階」と位置付けており、「マンション事業における安定収益の確保」を基本方針として三菱地

所との戦略的パートナーシップに基づく事業シナジーの発揮と競争力の維持ならびに強化に取り組むとともに、「新

事業計画」を推進することにより早期に自己資本の拡充を図ってまいります。 

 また、平成１８年３月期は、社債の発行による市場からの資金調達や、既存借入れのリファイナンス等、財務基盤

の安定化を図ってまいりましたが、今期につきましても、所期の目標である「新事業計画」を着実に推進し、引き続

き、財務基盤の安定化にも取組んでまいります。 

 当中間連結会計期間においては、三菱地所との連携をマンション事業で具体化すべく、４物件の共同事業を決定

し、また、これらの案件の他にも共同事業の実施に向けた協議を進めております。 

 両社は今後もマンション事業並びに住宅関連市場におけるポジションを高めるとともに、住宅事業のコアとなる分

譲・仲介・管理の３事業のバランスの取れた展開を目的に、相互補完によるシナジーの発揮を図ってまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）優先株式に関する規程 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 655,000,000 

Ａ種優先株式 8,333,000 

Ｂ種優先株式 8,333,000 

Ｃ種優先株式 16,667,000 

Ｄ種優先株式 16,667,000 

Ｅ種優先株式 20,000,000 

計 725,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数 
（平成18年12月14日） 

上場証券取引所名または
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 111,258,791 同左 東京証券取引所第一部 ─ 

Ａ種優先株式 8,333,000 同左 非上場・非登録 注 

Ｂ種優先株式 8,333,000 同左 非上場・非登録 注 

Ｃ種優先株式 16,667,000 同左 非上場・非登録 注 

Ｄ種優先株式 16,667,000 同左 非上場・非登録 注 

Ｅ種優先株式 20,000,000 同左 非上場・非登録 注 

計 181,258,791 同左 ─ ─ 

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

発行株式数（株） 8,333,000 8,333,000 16,667,000 16,667,000 

発行価額 １株当たり600円 

発行価額中資本に組入れな

い額 
１株当たり300円 

１株あ

たりの

優先配

当 

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗

じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。 

 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋1.00％ 

上限 年60円 

累積条項 非累積型 

参加条項 非参加型 

優先中間配当 なし 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

償還（取得と引換えに金

銭を交付することをい

う。以下同じ。）請求権 

償還請求権を有しない。 Ｄ種優先株式を有す

る株主は、当社に対

し、平成35年４月１

日以降、発行に際し

て取締役会で定める

期間において、Ｄ種

優先株式の一部又は

全部の償還を請求す

ることができる。当

社は、この請求がな

された場合には、そ

の直前の事業年度の

繰越利益剰余金が

200億円を超えてい

ることを条件に、当

該繰越利益剰余金の

２分の１の金額を限

度とし、Ｄ種優先株

式の償還を行うもの

とする。当社は、Ｄ

種優先株式の償還請

求後２ヵ月以内に、

Ｄ種優先株式の償還

手続を終了させるも

のとし、償還の対価

としてＤ種優先株式

１株につき600円を

支払うものとする。

なお、償還請求の総

額が、上記の償還の

ための限度額を超え

る場合は、抽選その

他の方法により償還

すべきＤ種優先株式

を決定する。 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

転換請

求権 

転換（取得と引

換えに当社の普

通株式を交付す

ることをいう。

以下同じ。）を

請求し得べき期

間 

平成20年４月１日～

平成26年３月31日 

平成20年４月１日～

平成39年３月31日 

平成22年４月１日～

平成41年３月31日 

平成27年４月１日～

平成44年３月31日 

  

転換価額（円） ※           46 平成20年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

20年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満少数

第１位まで算出し、

その少数第１位を切

り上げる。 

平成22年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

22年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満少数

第１位まで算出し、

その少数第１位を切

り上げる。 

平成27年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

27年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満少数

第１位まで算出し、

その少数第１位を切

り上げる。 

  

転換価格の修正 転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

25年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

38年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成23

年４月１日以降平成

40年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成28

年４月１日以降平成

43年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

  

転換価額は当該転換価額修正日以降翌年の転換価額修正日の前日（又は転換請求期間の

終了日）までの間、当該時価に修正される。但し、当該時価が当初転換価額の80％（以

下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とす

る。また、当該時価が当初転換価額の100％（以下「上限転換価額」という。）を上回る

ときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。但し、転換価額が転換価額修正日まで

に、下記ハ．により調整された場合には、下限転換価額及び上限転換価額についても同

様の調整を行うものとする。 

  

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

  

転換価格の調整 Ａ．各種優先株式発行後次の①ないし③のいずれかに該当する場合には、転換価額を次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。 

①転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

（自己株式を処分する場合を含む）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は

募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自

己株式の数は転換価額調整式における新規発行普通株式数に算入される。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のため

の株主割当日がある場合はその翌日以降、これを適用する。但し、配当可能利益から資

本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発

行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総

会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換

価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、こ

れを適用する。 

③転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式への新株予約権又は転

換請求権を行使できる証券を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行された証券の当

該普通株式への新株予約権又は転換請求権が全額行使されたものとみなし、その発行日

の翌日以降又はその割当日の翌日以降これを適用する。 

Ｂ．上記Ａ①ないし③に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等に

より転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により

変更される。 

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日（但

し、上記ハ．Ａ②但し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を切り上げる。 

Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日にお

いて有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主

割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する

日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。 

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り上げる。 

    既発行 

普通株式数 
＋ 

新規発行 

普通株式数  
× 

１株当り 

払込金額 

調整後 

転換価格  
＝ 

調整前 

転換価格  
× 

１株当り時価  

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数  

  

転換により交付

すべき普通株式

数 

各種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

転換により交付すべき 

普通株式数  
＝ 
優先株主が転換請求のために提出

した各種優先株式の発行価額総額 
÷ 転換価額 

 



※Ａ種優先株式の転換価額は当初56円でありましたが、平成17年３月22日に普通株式の第三者割当増資を実施したこ

とに伴い46円に調整しております。 

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

強制転換条項 当社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式を、同期間の末日の

翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもっ

て取得し、これと引換えに、優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得

られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。この場合該当平均値が下限転換価額を下回るとき

は、優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付

する。 

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、優先株式１株の払込金相当額を上限

転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、転換価額が強制転換基準

日までに上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換

価額についても同様の調整を行う。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端

数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。 

残余財産の分配 普通株式に先立ち、１株につき600円を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。 

議決権 議決権を有しない。

ただし、平成20年４

月１日以降Ａ種優先

株主が優先的配当全

額を受ける旨の議案

が定時株主総会に提

出されないときはそ

の総会より、その議

案が定時株主総会に

おいて否決されたと

きはその総会の終結

の時より優先的配当

全額を受ける旨の決

議があるまで、議決

権を有する。 

議決権を有しない。 

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。 

新株の割当てを受ける権

利等 

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受け

る権利を与えない。 

優先順位 各種優先株式相互の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。 

項目 Ｅ種優先株式

発行株式数（株） 20,000,000 

発行価額 １株当たり600円 

発行価額中資本に組入れな

い額 
１株当たり300円 

１株あ

たりの

優先配

当 

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗

じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。 

 配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋10.00％ 

上限 年72円 

累積条項 累積型 

参加条項 非参加型 

優先中間配当 なし 

 



項目 Ｅ種優先株式

転換請

求権 

転換（取得と引

換えに当社の普

通株式を交付す

ることをいう。

以下同じ。）請

求権の確定条件 

以下の何れかの条件が充たされた日以降、同日以降残存するＥ種優先株式のすべてとの

関係で行使可能となる。 

①平成21年９月１日において、平成21年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成21年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の５分の

１以下であること。 

②平成22年９月１日において、平成22年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成22年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の

１以下であること。 

③平成23年９月１日において、平成23年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成23年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の２分の

１以下であること。 

④平成24年９月１日において、平成24年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成24年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の

２以下であること。 

⑤Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の２分の１

に相当する数（累計）の普通株式が、当該払込期日翌日以降に発行されたこと（当該払

込期日の翌日より前に発行済みの新株予約権若しくは新株予約権付社債に係る新株予約

権の行使又は転換請求権の行使によるものを除く。） 

⑥累計で、Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の

２分の１に相当する数の普通株式数を当初の目的とするような新株予約権又は転換請求

権を含む有価証券が発行されたこと。 

転換価額（円） 

  

上記確定条件に基づき普通株式への転換請求権が確定する日（以下「確定日」とい

う。）の前日における時価に0.9を乗じた価額 

上記時価とは、確定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第3位

を切り上げる。 

強制転換 当社は、平成25年3月31日までに償還されずかつ普通株式に転換されなかった優先株式

を、その翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める

日をもって取得し、これと引換えに、優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値で除して得られる数の普通株式

を交付する。平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り

上げる。ただし、当該平均値が下限転換価額を下回るときは、優先株式１株の払込金相

当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。 

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、優先株式１株の払込金相当額を上限

転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、転換価額が強制転換基準日

までに上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価

額についても同様の調整を行う。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端数

が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。 

 



項目 Ｅ種優先株式

償還請求権 優先株主は、平成18年３月31日に終了する事業年度以降平成23年３月31日に終了する事

業年度までの各事業年度の終了後直後に到来する７月１日から７月31日までの期間（以

下「償還請求可能期間」という。）において、当社の直前の事業年度の繰越利益剰余金

（平成18年３月31日に終了する事業年度については同事業年度の貸借対照表における当

期未処分利益）にその他資本剰余金および任意積立金を加算した金額が10億円を超えて

いる場合、当該金額の70％相当額から、当社が当該償還請求がなされた事業年度におい

てその発行している優先株式の買受けまたは強制償還を既に行ったかまたは行う決定を

行った分の価額（上限を決定した場合にはその上限額とする。）の合計額を控除した残

額（以下「償還可能限度額」という。）を限度として、優先株式の全部または一部の償

還（取得と引換えに金銭を交付することをいう。以下同じ。）請求をすることができ

る。 

当社は、償還請求可能期間満了の日から１ヶ月以内に法令の定めに従い、償還手続きを

行うものとする。ただし、前記限度額を超えてその発行している優先株式の株主（以下

「優先株主」という。）からの償還請求があった場合、各優先株主が償還請求を行った

株式数によるあん分比例の方式により決定し（ただし、各優先株主毎にあん分比例の方

式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数については、切捨てた数とす

る。）、あん分比例の方式により決定できない残余分については償還請求可能期間経過

後において実施する抽選その他の方法により決定する。また、償還価額は、１株につき

600円に優先株式累積未払配当金相当額を加えた金額とする。 

強制償還 当社は、平成19年８月１日以降の毎年８月１日から８月31日の期間内において、以下に

定める金額を限度として、優先株式の全部または一部を強制償還することができる。な

お、一部償還をするときは各優先株主が有するＥ種優先株式の株式数によるあん分比例

の方式により行い、あん分比例の方式により決定できない部分については抽選その他の

方法により行う。償還価格は１株につき600円に優先株式累積未払配当金相当額および経

過配当金相当額を加算した額とする。上記「経過配当金相当額」とは優先配当金の額

を、償還日の属する事業年度の実日数に対する初日から償還日までの実経過日数（初日

及び償還日を含む。）の割合で日割計算した額として、その計算は円位未満小数第３位

まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。 

①平成19年８月１日から平成19年８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還された優先株式の償還価額の総

額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、３分の１相当額を限度とする。 

②平成20年８月１日から平成20年８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還された優先株式の償還価額の総

額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、半額相当額を限度とする。 

③平成21年８月１日以降、毎年８月１日から８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還された優先株式の償還価額の総

額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、全額相当額を限度とする。 

残余財産の分配 普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、１株につき600円およびＥ種優先株式累積

未払配当金相当額を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。 

議決権 議決権を有しない。 

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。 

新株の割当てを受ける権

利等 

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受け

る権利を与えない。 

 



(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

項目 Ｅ種優先株式

優先順位 配当を行う金額が、各種優先株式の発行に際してそれぞれ決定された１株当たりの優先

配当金（以下「各種優先株式優先配当金」という。ただし、Ｅ種優先株式については、

Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式累積未払配当金を合算した金額とする。）に現存する各

種優先株式の株式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合は、各種優先株式

について支払う１株当たりの優先配当額が各種優先株式優先配当金に比例する方法によ

り優先配当を行う。また、残余財産の分配可能額が、各種優先株式の定款に規定された

１株当たりの残余財産分配額に現存する各種優先株式の株式数を乗じて得られた金額の

総合計額に満たない場合は、各種優先株式について支払う１株当たりの分配額が各種優

先株式の定款に規定された１株当たりの残余財産分配額に比例する方法により分配を行

う。 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高 
（百万円） 

平成18年4月1日～ 

平成18年9月30日 
─  181,258 ─  12,641 ─  50 



(4）【大株主の状況】 

①普通株式 

（注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は4,919千株であります。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は3,310千株でありま

す。 

３．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式におけるものであります。 

４．平成18年4月11日付にてエル・アール・マネジャーズ・エルエルシーより株券等の大量保有報告書の変更報告

書が提出されておりますが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記

大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による平成18年3月31日現在の

株式保有状況は次の通りであります。また、株券等の保有割合の算出に用いた発行済株式総数には、優先株式

の数を含んでおりません。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 37,161 33.40 

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 8,332 7.48

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社 

東京都港区浜松町２－11－３ 4,919 4.42

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４－１－２ 4,167 3.74

株式会社東電ホームサービス 東京都港区西新橋１－１－15 4,167 3.74

日本トラステイ・サービス信
託銀行株式会社 

東京都中央区晴海１－８－11 3,310 2.97

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,396 2.15

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー アイリ
ッシュ レジデンツ 619 

東京都千代田区永田町２－11－１
山王パークタワー 
常任代理人 ドイツ証券株式会社 

2,146 1.92

ザ チェース マンハッタン
バンク エヌエイ ロンドン
スペシャル アカウント ナ
ンバー ワン 

東京都中央区日本橋兜町６－７
常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀
行兜町証券決済業務室 

1,955 1.75

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー ノント
リティー クライアンツ 
613 

東京都千代田区永田町２－11－１
山王パークタワー 
常任代理人 ドイツ証券株式会社 

1,681 1.51

計 ─ 70,235 63.12 

氏名又は名称 住所  
保有株券等の数 
（千株） 

株券等保有割合
（％） 

エル・アール・マネジャーズ・エル

エルシー 

アメリカ合衆国10022 ニューヨーク

州 ニューヨーク市430 パーク・ア

ヴェニュー ７Ｆ 

5,234 4.70 

計 ─ 5,234 4.70 



５．平成18年7月14日付にてゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド及びその共同保有者より株券等の大

量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全に

確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による

平成18年６月30日現在の株式保有状況は次の通りであります。また、株券等の保有割合の算出に用いた発行済

株式総数には、優先株式の数を含んでおります。 

６．平成18年９月６日付にてアクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社より株券等の大量保有報告書の変

更報告書が提出されておりますが、当中間会計期間末現在における実質所有の状況が完全に確認できないた

め、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の変更報告書による平成18年８月31

日現在の株式保有状況は次の通りであります。また、株券等の保有割合の算出に用いた発行済株式総数には、

優先株式の数を含んでおりません。 

②Ａ種優先株式 

氏名又は名称 住所  
保有株券等の数 
（千株） 

株券等保有割合
（％） 

ゴールドマン・サックス・ジャパ
ン・リミテッド 

英国領 バージン・アイランド、 
トルトラ、ロード・タウン、 
ロマスコ・プレイス、ウイックハム
ズ・ケイ１、私書箱3140 

413 0.23 

ゴールドマン・サックス・インタ
ーナショナル 

Peterborough Court，133Fleet 
Street，London EC４A２BB UK 

5,088 2.81 

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメントＬ．Ｐ． 

32 Old Slip, New York, 10005 U.S.A. 5,707 3.15 

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニー 

85 Broad Street，New York， 
New York 10004，U.S.A 

3,132 1.73 

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント株式会社 

東京都港区六本木６－10－１ 
六本木ヒルズ森タワー 

2,410 1.33 

計 ─ 16,752 9.24 

氏名又は名称 住所  
保有株券等の数 
（千株） 

株券等保有割合
（％） 

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投
資顧問株式会社 

東京都港区白金１丁目17番３号 3,549 3.19 

計 ─ 3,549 3.19 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 5,243 62.92 

ゴールドマン・サックス・イ
ンターナショナル 

東京都港区六本木６－10－１ 
六本木ヒルズ森タワー 
常任代理人ゴールドマン・サックス証券会
社東京支店 

1,810 21.72 

モルガン・スタンレー証券株
式会社 

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

900 10.80 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 380 4.56 

計 ─ 8,333 100.00 



③Ｂ種優先株式 

④Ｃ種優先株式 

⑤Ｄ種優先株式 

⑥Ｅ種優先株式 

 （注）Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ種の優先株式は現物出資（借入金の株式化）によって発行されたものであります。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 5,243 62.92 

大和生命保険株式会社 東京都千代田区内幸町１－１－７ 940 11.28 

モルガン・スタンレー証券株

式会社 

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 
900 10.80 

あいおい損害保険株式会社  東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 870 10.44 

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４－５－33 380 4.56 

計 ─ 8,333 100.00 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00 

計 ─ 16,667 100.00 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00 

計 ─ 16,667 100.00 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

東京海上日動火災保険株式会
社 

東京都千代田区丸の内１－２－１ 8,330 41.65 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 6,670 33.35 

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 5,000 25.00 

計 ─ 20,000 100.00 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の90,000株および株主名簿上、当社名

義となっておりますが、実質的に所有していない500株が含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数180個および株主名簿上、当社名

義となっておりますが、実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれておりません。 

②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株あります。 

 なお、当該株式は前記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 優先株式   70,000,000 ─ 
「１(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─ 

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─ 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    166,500 ─ ─ 

完全議決権株式（その他） 普通株式  110,664,000  221,147 ─ 

単元未満株式 普通株式    428,291 ─ ─ 

発行済株式総数 181,258,791 ─ ─ 

総株主の議決権 ─ 221,147 ─ 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

藤和不動産株式会社 
東京都中央区八重洲2-

3-13 
166,500 ─ 166,500 0.14 

計 ─ 166,500 ─ 166,500 0.14 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 925 959 704 666 695 684 

最低（円） 830 676 571 485 520 590 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）および当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表ならびに前中

間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）および当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  34,120   21,823   93,890   

２．受取手形及び営業未収入
金  6,392   289   2,046   

３．販売用不動産 ※１ 98,516   130,432   103,346   

４．その他のたな卸資産  149   122   87   

５．繰延税金資産  5,618   9,050   9,167   

６．その他  11,618   9,974   8,964   

７．貸倒引当金  △40   △23   △36   

流動資産合計   156,374 75.4  171,669 78.9  217,466 82.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※２ 6,065   6,225   6,261   

(2）土地 ※３ 28,673   28,682   28,682   

(3）その他 ※４ 805   842   710   

有形固定資産合計   35,544 17.2  35,750 16.4  35,655 13.5 

２．無形固定資産 ※５  201 0.1  160 0.1  186 0.1

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※６ 1,082   1,530   1,169   

(2）長期貸付金  148   146   151   

(3）破産債権・更生債権そ
の他これらに準ずる債
権 

 753   753   753   

(4）差入保証金  10,536   8,651   9,452   

(5）繰延税金資産  2,705   216   116   

(6）その他  809   104   104   

(7）貸倒引当金  △828   △1,309   △824   

投資その他の資産合計   15,208 7.3  10,093 4.6  10,925 4.1 

固定資産合計   50,954 24.6  46,003 21.1  46,767 17.7 

資産合計   207,329 100.0  217,673 100.0  264,234 100.0 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び営業未払金 ※７ 12,870   10,888   35,688   

２．短期借入金 ※８ 86,281   71,902   72,873   

３．コマーシャルペーパー  8,300   ─   16,500   

４．未払法人税等  72   46   153   

５．賞与引当金  411   535   504   

６．その他  16,175   15,101   14,776   

流動負債合計   124,111 59.9  98,474 45.3  140,496 53.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   ─   10,000   10,000   

２．長期借入金 ※９ 66,985   81,858   86,795   

３．退職給付引当金  1,658   1,627   1,615   

４．連結調整勘定  304   ─   233   

５．負ののれん  ─   175   ─   

６．その他  2,255   2,403   2,292   

固定負債合計   71,203 34.3  96,064 44.1  100,936 38.2 

負債合計   195,314 94.2  194,538 89.4  241,432 91.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   12,641 6.1  ─ ─  12,641 4.8 

Ⅱ 資本剰余金   22,655 10.9  ─ ─  22,655 8.6 

Ⅲ 利益剰余金   △23,319 △11.2  ─ ─  △12,581 △4.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   58 0.0  ─ ─  114 0.0 

Ⅴ 自己株式   △21 △0.0  ─ ─  △29 △0.0 

資本合計   12,014 5.8  ─ ─  22,801 8.6 

負債資本合計   207,329 100.0  ─ ─  264,234 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   ─   12,641  5.8 ─   

２．資本剰余金   ─   9,501  4.4 ─   

３．利益剰余金   ─   938  0.4 ─   

４．自己株式   ─   △34  △0.0 ─   

株主資本合計   ─ ─  23,046 10.6  ─ ─ 

           

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価差額金  ─   87   ─   

評価・換算差額等合計   ─ ─  87 0.0  ─ ─ 

純資産合計   ─ ─  23,134 10.6  ─ ─ 

負債純資産合計   ─ ─  217,673 100.0  ─ ─ 



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入   42,018 100.0  31,538 100.0  150,105 100.0

Ⅱ 営業原価   31,578 75.2  22,385 71.0  113,207 75.4

売上総利益   10,440 24.8  9,152 29.0  36,897 24.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１．販売費 ※１ 5,252   4,482   17,075   

２．一般管理費 ※１ 1,669 6,922 16.4 1,707 6,190 19.6 3,400 20,476 13.7

営業利益   3,517 8.4  2,962 9.4  16,421 10.9

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  31   5   31   

２．受取配当金  ─   415   3   

３．為替差益  0   ─   0   

４．連結調整勘定償却  59   ─   115   

５．負ののれん償却  ─   57   ─   

６．持分法による投資利
益  ─   302   ─   

７．雑収入  75 165 0.4 64 846 2.7 121 271 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  1,132   1,219   2,424   

２．雑損失  132 1,264 3.0 75 1,295 4.1 1,636 4,060 2.7

経常利益   2,418 5.8  2,513 8.0  12,632 8.4

Ⅵ 特別利益           

１．前期損益修正益  257   50   272   

２．貸倒引当金戻入益  7   13   ─   

３．固定資産売却益  12   ─   ─   

４．投資有価証券売却益  227   ─   227   

５．その他の特別利益  5 509 1.2 11 74 0.2 41 540 0.4

Ⅶ 特別損失           

１．前期損益修正損  30   10   40   

２．固定資産除却損 ※２ 7   4   255   

３．サブリース解約等損失   ─   654   ─   

４．その他の特別損失  326 364 0.9 63 732 2.3 563 859 0.6

税金等調整前中間（当
期）純利益   2,563 6.1  1,855 5.9  12,313 8.2

法人税、住民税及び事業
税  20   13   32   

法人税等調整額  2 22 0.1 36 50 0.2 △997 △965 △0.6 

中間（当期）純利益   2,540 6.0  1,805 5.7  13,279 8.8



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高    27,459   27,459

Ⅱ 資本剰余金増加高        

自己株式処分差益  0 0 

資本金取崩額  17,400 17,400 17,400 17,400

Ⅲ 資本剰余金減少高       

資本準備金取崩額  22,204 22,204 22,204 22,204

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   22,655   22,655

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △48,064   △48,064

Ⅱ 利益剰余金増加高        

中間（当期）純利益  2,540  13,279  

資本準備金取崩額  22,204 24,745 22,204 35,483

Ⅲ 利益剰余金減少高   ─  ─

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △23,319   △12,581

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年 4月 1日 至平成18年 9月30日） 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
12,641 22,655 △12,581 △29 22,686 

当中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     （注）   △1,543     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）   △11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入    （注）   △154 154   ─ 

中間純利益     1,805   1,805 

自己株式処分差益   0     0 

自己株式の取得       △5 △5 

自己株式の処分       0 0 

持分変動差額     103   103 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間変動額（純額） 
          

当中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
─ △13,154 13,520 △5 359 

平成18年 9月30日 残高 

（百万円） 
12,641 9,501 938 △34 23,046 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
114 114 22,801 

当中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当     （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）     ─ 

利益準備金繰入    （注）     ─ 

中間純利益     1,805 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △5 

自己株式の処分     0 

持分変動差額     103 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間変動額（純額） 
△27 △27 △27 

当中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△27 △27 332 

平成18年 9月30日 残高 

（百万円） 
87 87 23,134 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約キ 
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     
税金等調整前中間（当期）純利益  2,563 1,855 12,313 

減価償却費  276 241 545 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  33 472 25 

退職給付引当金の増減額（△は減
少）  △81 12 △124 

受取利息及び受取配当金  △33 △421 △35 

支払利息  1,132 1,219 2,424 

持分法投資損益  ─ △302 ─ 

為替差損益  △0 ─ △0 

投資有価証券売却損益  △227 ─ △227 

固定資産除却損  4 4 98 

固定資産売却損益  △12 ─ △13 

販売用不動産評価損  ─ ─ 138 

売上債権の増減額（△は増加）  △2,774 1,757 1,570 

販売用不動産の増減額（△は増加）  △19,730 △27,103 △24,692 

仕入債務の増減額（△は減少）  △28,293 △25,947 △4,719 

その他  △4,157 1,288 △2,369 

小計  △51,299 △46,924 △15,064 

利息及び配当金の受取額  30 423 35 

利息の支払額  △1,120 △1,257 △2,289 

法人税等の支払額  △83 △27 △93 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △52,473 △47,786 △17,411 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
投資有価証券の取得による支出  △10 ─ △10 

投資有価証券の売却による収入  237 ─ 247 

有形無形固定資産の取得による支出  △337 △330 △816 

有形無形固定資産の売却による収入  77 ─ 78 

貸付金の貸付による支出  △23 △24 △61 

貸付金の回収による収入  3,485 30 3,520 

その他  △589 0 51 

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,840 △324 3,010 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
短期借入金の増減額  12,563 △25,073 3,778 

長期借入金の調達による収入  35,772 41,252 125,004 

長期借入金の返済による支出  △479 △38,587 △66,324 

配当金の支払による支出  ─ △1,543 ─ 

社債の発行による収入  ─ ─ 9,942 

その他  △3 △5 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー  47,853 △23,956 72,390 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額）  △1,778 △72,067 57,989 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  35,899 93,888 35,899 

Ⅵ 現金及び現金同等物の当中間連結期末
（期末）残高  34,120 21,820 93,888 

    



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数４社 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

  ㈱エス・ディー・マネジ

メントは前連結会計年度ま

で連結子会社でありました

が、吸収合併しておりま

す。 

(1）連結子会社の数４社 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

(1）連結子会社の数４社 

前連結会計年度において連結

子会社であった㈱エス・ディ

ー・マネジメントは当社が吸

収合併しております。 

なお、吸収合併までの損益は

連結損益計算書に連結してお

ります。 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

 (2）非連結子会社の数 なし 

  

(2）非連結子会社の数 なし 

  

(2）非連結子会社の数 なし 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

藤和コミュニティ㈱ 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

三菱地所藤和コミュニテ

ィ㈱ 

(平成18年4月1日付で三菱

地所コミュニティサービ

ス株式会社と藤和コミュ

ニティ株式会社が合併し

たことに伴い、社名を変

更いたしました。) 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

藤和コミュニティ㈱ 

 (2）持分法非適用会社の数 

非連結子会社 なし 

  

(2）持分法非適用会社の数 

なし 

  

(2）持分法非適用会社の数 

なし 

 関連会社 なし 

  

  

  

  

  

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項 

 連結子会社藤和那須リゾート㈱

の中間決算日は６月30日であり、

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しております。ただ

し、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。ま

た、連結子会社エフ・ティー都市

開発㈱の中間決算日は6月30日で

ありますが、中間連結財務諸表の

作成にあたっては9月30日の仮決

算に基づく中間財務諸表を使用し

ております。 

同左  連結子会社藤和那須リゾート㈱

の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っており

ます。また、連結子会社エフ・テ

ィー都市開発㈱の決算日は12月31

日でありますが、連結財務諸表の

作成にあたっては３月31日の仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…連結決算期末日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

① 販売用不動産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

 ② その他のたな卸資産 

個別法による原価法および

最終仕入原価法 

  

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却の方

法は定率法、賃貸用ビルおよび

施設のサービスを提供する目的

で保有する固定資産については

定額法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

 同左 

 建物及び構築物 3年～50年

有形固定資産そ

の他 
2年～20年

  

 (2）無形固定資産 

 無形固定資産の償却方法は定

額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）繰延資産の処理方法  ───── (1）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1）社債発行費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間連結会計期間負

担分を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度負担分

を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

  

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

  

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

   数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引は特例処理

の要件を満しているため特例処

理によっております。 

───── (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引は特例処理

の要件を満しているため特例処

理によっております。 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…変動金利長期借

入金取引 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…変動金利長期借

入金取引 

 (3）ヘッジ方針 

 当社は、長期的にみて金利の

上昇が予想されることから、金

利変動リスクを相殺し固定化す

るヘッジを行うこととしており

ます。 

 (3）ヘッジ方針 

 当社は、長期的にみて金利の

上昇が予想されることから、金

利変動リスクを相殺し固定化す

るヘッジを行うこととしており

ます。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時

およびその後も継続して、金利

上昇リスクを相殺するものと想

定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略してお

ります。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時

およびその後も継続して、金利

上昇リスクを相殺するものと想

定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略してお

ります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(7）その他の中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

また控除対象外消費税等は「一

般管理費」（租税公課・交際

費）ならびに投資その他の資産

の「その他」（繰延消費税等）

に計上しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。また控除対象外消費税等は

「一般管理費」（租税公課、交

際費）ならびに投資その他の資

産の「その他」（繰延消費税

等）に計上し、繰延消費税等に

ついては法人税法に定める期間

により償却しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー（連結キャッシュ・

フロー）計算書における

資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなってお

ります。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金および容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ） 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

───── （仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

仲介・販売代理に関する収益計上基準につい

ては、従来、対象不動産の売買契約時に収益

を計上しておりましたが、不動産の仲介・販

売代理業務については、当事者間の契約成立

から取引完了までの責任を負うという観点か

ら、収益をより適正に計上し、財政状態をよ

り適正に表示するため、当中間連結会計期間

において仲介・販売代理対象不動産の引渡し

が完了した時に収益を計上する方法に変更い

たしました。 

この変更により営業収入は314百万円、営業

利益・経常利益・税金等調整前中間純利益は

295百万円減少しております。なお、セグメ

ント情報に与える影響は、該当箇所に記載し

ております。 

───── 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17月12月9日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。これまでの資本の部の合計に相当する金

額は23,134百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

───── 

───── （企業結合に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

なお、当社は当中間連結会計期間において、

当社グループ内におけるリゾート事業を集約

し、効率化を図るため当社のリゾート事業を

会社分割し、連結子会社藤和那須リゾート株

式会社に承継しておりますが、損益への影響

額はございません。 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名

称及びその事業の内容、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の内容の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の

名称及びその事業の内容 

藤和那須リゾート株式会社 リゾート事業

（内容：別荘地管理運営事業の一部） 

（2）企業結合の法的形式 

共通支配下の取引及び営業譲渡 

───── 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 （3）結合後企業の名称 

変更ありません。 

（4）取引の目的を含む取引の内容 

グループ内におけるリゾート事業を集約し、

効率化を図るため。 

 

 ２．実施した会計処理の概要 

（1）移転損益は発生しておりません。 

（2）のれんは発生しておりません。 

（3）取得原価のうち研究開発費等はござい

ません。 

（4）移転した事業に係る資産は適正な帳簿

価額によっております。 

３．子会社株式の追加取得に関する事項 

（1）取得原価 

取得の対価 藤和那須リゾート株式会社の株

式 4,680百万円 

（2）株式取得の対価 

  （百万円） 

販売用不動産 3,201 

その他の流動資産  275 

建物及び構築物 1,128 

その他の固定資産 74 

合計 4,680 

 



（表示方法の変更） 

（追加情報） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係）  前中間連結会計期間において区分掲記して

いた「借地権」は、資産総額の100分の5以下

となったため、当中間連結会計期間から無形

固定資産に一括掲記しております。 

 なお、当中間連結会計期間末の「借地権」

の金額は、44百万円であります。 

───── 

      

   前中間連結会計期間まで投資その他の資産

の「その他」に含めて表示していた「差入保

証金」は当中間連結会計期間において資産総

額の100分の5を超えたため、区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間末の「差入保証

金」の金額は、10,950百万円であります。 

───── 

 ─────  「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間

から「負ののれん」として表示しておりま

す。 

（中間連結損益計算書関係） ─────  前中間連結会計期間まで営業外収益の「雑

収入」に含めて表示していた「受取配当金」

は当中間連結会計期間において営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、区分掲記し

ております。 

 なお、前中間連結会計期間末の「受取配当

金」の金額は、2百万円であります。 

  

 ─────  「連結調整勘定償却」は、当中間連結会計

期間から「負ののれん償却」として表示して

おります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 当社は、三菱地所株式会社との業務・資本

提携の下、平成17年3月に策定した「TOWA 

Next Stage ～藤和不動産グループ新事業計

画～」（平成18年3月期から平成20年3月期）

を実行中であり、順調に推移しております。 

  

───── ───── 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会平成14年８月９日)およ

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10

月31日))を前連結会計年度の下期より適用し

ております。従って、前中間連結会計期間は

従来の方法によっており、当中間連結会計期

間と同一の方法を採用した場合と比べ、前中

間連結会計期間の「有形固定資産」は38,811

百万円多く、「税金等調整前中間純損失」は

同額少なく計上されております。 

───── ───── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 

百万円 

14,140 

百万円 

11,949 

百万円 

13,154 

２．非連結子会社および関連

会社株式 

百万円 

※６． 投資有価証券（株

式） 
0

百万円 

※６．投資有価証券（株

式） 
406

百万円 

※６．投資有価証券（株

式） 
0

３．差入担保資産  （注） 百万円 

※１． 販売用不動産 61,964

※２． 建物及び構築物 3,070

※３． 土地 28,404

※４． 有形固定資産その

他 
1

※５． 無形固定資産 31

※６． 投資有価証券 317

 計 93,789

百万円 

※１．販売用不動産 77,956

※２．建物及び構築物 2,937

※３．土地 28,703

※４．有形固定資産その

他 
1

※５．無形固定資産 31

※６．投資有価証券 165

 計 109,796

百万円 

※１．販売用不動産 59,992

※２．建物及び構築物 3,010

※３．土地 28,386

※４．有形固定資産その

他 
1

※５．無形固定資産 31

※６．投資有価証券 201

 計 91,624

４．担保付借入金  （注） 百万円 

※８． 短期借入金 63,780

※９． 長期借入金 66,862

 計 130,643

百万円 

（注）上記３及び４には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間連結

貸借対照表上に計上されている販

売用不動産1,826百万円、長期借

入金1,826百万円が含まれており

ます。 

※８．短期借入金 63,070

※９．長期借入金 75,626

 計 138,696

百万円 

※８．短期借入金 61,300

※９．長期借入金 86,466

 計 147,766

５．保証債務 百万円 百万円 百万円 

(1）ゴルフローンの連帯保

証債務 

(2）提携つなぎローンの連

帯保証債務 

(3）顧客住宅ローンの連帯

保証債務 

(4）提携ローン登記終了ま

での連帯保証債務 

(5）共同事業相手先の手付

金等の保全に関する連

帯保証債務 

  
515

  
726

  
85

  
8,931

  
─

計 10,258

  
389

  
29

  
200

  
2,249

  
─

計 2,868

  
444

  
   864

  
214

  
36,290

  
70

計 37,884

６．中間連結（連結）会計期

間末日満期手形 

───── 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

百万円 

※７．支払手形 973

───── 



（中間連結損益計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．販売費及び一般管理費の

主要な費目    ※１ 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

 (1）販売費 百万円

広告宣伝費 1,446

給与手当 1,449

事務用消耗品費 612

賞与引当金繰入額 121

退職給付費用 141

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 1,180

給与手当 1,387

事務用消耗品費 498

賞与引当金繰入額 128

退職給付費用  85

(1）販売費 百万円

広告宣伝費  6,392

給与手当 4,064

事務用消耗品費 1,942

賞与引当金繰入額 442

退職給付費用 481

 (2）一般管理費 百万円

給与手当 349

事務用消耗品費 241

租税公課 290

賞与引当金繰入額 10

退職給付費用 88

貸倒引当金繰入額 ─

(2）一般管理費 百万円

給与手当 293

事務用消耗品費 250

租税公課 266

賞与引当金繰入額 60

退職給付費用 87

貸倒引当金繰入額  0

(2）一般管理費 百万円

給与手当 565

事務用消耗品費 588

租税公課 641

賞与引当金繰入額 62

退職給付費用 170

貸倒引当金繰入額 0

２．固定資産除却損の内訳 

※２ 

 百万円

建物及び構築物除却損 7

計 7

 百万円

建物及び構築物除却損 4

計 4

 百万円

建物除却損 46

構築物除却損 165

器具備品除却損 28

その他 14

計 255



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加 8,595株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少   290株 

配当に関する事項 

配当金支払額 

基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  111,258,791 ─ ─ 111,258,791 

Ａ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｂ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｃ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｄ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｅ種優先株式（株） 20,000,000 ─ ─ 20,000,000 

合計 181,258,791 ─ ─ 181,258,791 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  158,407 8,595 290 166,712 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ａ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｂ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｃ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｄ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｅ種優先株式 1,212 60.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高と連

結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関

係 

百万円 

（平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 34,120

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△0

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資 

―

現金及び現金同等物 34,120

百万円 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 21,823

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△2

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資 

―

現金及び現金同等物 21,820

百万円 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 93,890

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△2

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資 

―

現金及び現金同等物 93,888

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件

の所有権が

借主に移転

すると認め

られるもの

以外のファ

イナンス・

リース取引 

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

54 300 355

減価償却累
計額相当額 

27 159 187

中間期末残
高相当額 

27 140 167

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

54 282 337

減価償却累
計額相当額

28 103 131

中間期末残
高相当額 

26 179 205

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および期末残高相当額 

  

  （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

55 314 369

減価償却累
計額相当額 

29 98 127

期末残高相
当額 

25 215 241

 (2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内  59百万円

１年超  108百万円

計  167百万円

１年以内 83百万円

１年超     121百万円

計     205百万円

１年以内  88百万円

１年超    153百万円

計     241百万円

 なお、取得価額相当額および未経

過リース料中間期末残高相当額

は、重要性が乏しいため利息相当

額の合理的な見積額を控除しない

方法によっております。 

同左 なお、取得価額相当額および未経

過リース料期末残高相当額は、重

要性が乏しいため利息相当額の合

理的な見積額を控除しない方法に

よっております。 

 (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

 支払リース料 41百万円

減価償却費相当額 41百万円

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額  45百万円

支払リース料 86百万円

減価償却費相当額  86百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価格を零とする定額法によってお

ります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。  

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 

２．オペレーテ

ィング・リ

ース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内  427百万円

１年超  2,064百万円

計  2,491百万円

未経過リース料 

１年以内   124百万円

１年超    333百万円

計   457百万円

未経過リース料 

１年以内     418百万円

１年超  1,854百万円

計  2,273百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および中間連結貸借対照表計上額 

種類 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 16 17 0 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 16 17 0 

種類 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 219 318 98 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 219 318 98 

種類 
前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 63 

非上場優先出資 700 

非上場外国債券 － 



当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および中間連結貸借対照表計上額 

種類 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 7 7 － 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 7 － 

種類 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 219 367 147 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 219 367 147 

種類 
当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 56 

非上場優先出資 700 

非上場外国債券 － 



前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および連結貸借対照表計上額 

種類 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 16 17 0 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 16 17 0 

種類 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 219 413 193 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 219 413 193 

種類 
前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 
56 

非上場優先出資 700 

非上場外国債券 － 



（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間および前連結会計年度においてはデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しており、該当事

項はありません。 

 当中間連結会計期間はデリバティブ取引は全く利用していないため、該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高 
36,071 1,914 4,032 42,018 － 42,018 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 106 － 106 （   106) － 

計 36,071 2,020 4,032 42,124 （   106) 42,018 

営業費用 33,362 1,478 3,780 38,620 （   120) 38,500 

営業利益 2,708 542 252 3,503 14 3,517 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高 
26,025 1,814 3,699 31,538 － 31,538 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 70 10 80 （    80) － 

計 26,025 1,884 3,709 31,619 （    80) 31,538 

営業費用 23,659 1,559 3,403 28,621 （    45) 28,575 

営業利益 2,365 325 306 2,997 （    34) 2,962 



前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各事業区分の主な内容 

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲 

仲   介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋 

その他…………………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等 

３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の

項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

仲介・販売代理に関する収益計上基準については、従来、対象不動産の売買契約時に収益を計上しておりま

したが、不動産の仲介・販売代理業務については、当事者間の契約成立から取引完了までの責任を負うとい

う観点から、収益をより適正に計上し、財政状態をより適正に表示するため、仲介・販売代理対象不動産の

引渡しが完了した時に収益を計上する方法に変更いたしました。 

この変更により仲介事業の売上高は314百万円、営業利益は295百万円減少しております。なお、仲介事業以

外の事業についてはセグメント情報に与える影響はございません。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）および前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）におい

て、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はございません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）および前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）におい

て、海外売上高がないため該当事項はございません。 

（企業結合等関係） 

当中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表の状況 中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高 
136,809 4,553 8,741 150,105 － 150,105 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 298 1 300 （   300) － 

計 136,809 4,852 8,743 150,405 （   300) 150,105 

営業費用 122,858 3,324 7,788 133,971 （   287) 133,684 

営業利益 13,950 1,528 955 16,433 （    12) 16,421 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．１株当たり純資産額    △275円32銭    △177円22銭    △186円70銭 

２．１株当たり中間 

（当期）純利益 
   17円41銭      8円85銭     105円62銭 

３．潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

   7円92銭     6円84銭    50円28銭 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 2,540 1,805 13,279 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 606  821  1,543 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （606） （821） （1,543） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,934 983 11,736 

普通株式の期中平均株式数（千株） 111,117 111,096 111,112 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） 606 821 1,543 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （606） （821） （1,543） 

普通株式増加数（千株） 209,569        153,007 153,007 

（うち優先株式）（千株） （209,569） （153,007） （153,007） 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           
Ⅰ 流動資産           
１．現金及び預金  32,680   20,397   92,562   
２．営業未収入金  6,295   191   1,739   
３．販売用土地建物 ※１ 2,290   2,458   2,650   
４．仕掛土地建物 ※２ 64,294   83,369   68,735   
５．材料土地 ※３ 31,102   40,548   31,189   
６．短期貸付金  10,343   8,830   9,506   
７．繰延税金資産  5,618   8,931   9,102   
８．その他  12,186   10,459   7,114   
９．貸倒引当金  △2,048   △663   △664   
流動資産合計   162,764 79.2  174,523 80.9  221,936 85.1 

Ⅱ 固定資産           
１．有形固定資産           
(1）建物 ※４ 1,841   1,772   1,813   
(2）土地 ※５ 22,288   22,277   22,277   
(3）その他 ※６ 1,170   135   1,323   
有形固定資産合計   25,301 12.3  24,185 11.2  25,414 9.7 

２．無形固定資産 ※７  102 0.1  90 0.0  96 0.0 

３．投資その他の資産           
(1）投資有価証券 ※８ 8,657   9,422   4,788   
(2）長期貸付金  131   131   136   
(3）破産債権・更生債権そ
の他これらに準ずる債
権 

 753   753   753   

(4）繰延税金資産  2,675   139   ─   
(5）その他   10,441   7,854   8,597   
(6）投資損失引当金  △4,600   ─   ─   
(7）貸倒引当金  △824   △1,293   △808   
投資その他の資産合計   17,235 8.4  17,009 7.9  13,468 5.2 

固定資産合計   42,639 20.8  41,284 19.1  38,979 14.9 

資産合計   205,403 100.0  215,807 100.0  260,916 100.0 

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末の要約貸借対照表
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           
Ⅰ 流動負債           
１．支払手形 ※９ 11,580   9,525   32,444   
２．営業未払金  1,130   1,170   2,997   
３．短期借入金 ※10 84,768   71,902   71,360   
４．コマーシャルペーパー   8,300   ─   16,500   
５．未払法人税等  43   29   129   
６．預り金  5,257   1,046   1,972   
７．賞与引当金  279   367   367   
８．その他  9,776   12,743   11,242   
流動負債合計   121,136 58.9  96,785 44.8  137,014 52.5 

Ⅱ 固定負債           
１．社債   ─   10,000   10,000   
２．長期借入金 ※11 66,985   81,858   86,795   
３．退職給付引当金  1,500   1,473   1,461   
４．繰延税金負債  ─   ─   74   
５．その他  1,697   1,815   1,643   
固定負債合計   70,183 34.2  95,146 44.1  99,974 38.3 

負債合計   191,320 93.1  191,932 88.9  236,989 90.8 
          
（資本の部）           
Ⅰ 資本金   12,641 6.2  ─ ─  12,641 4.9 

Ⅱ 資本剰余金           
資本準備金  50   ─   50   
その他資本剰余金  22,605   ─   22,605   
資本金及び資本準備金減
少差益  22,604   ─   22,604   

自己株式処分差益  1   ─   1   
資本剰余金合計   22,655 11.0  ─ ─  22,655 8.7 

Ⅲ 利益剰余金           
利益準備金  0   ─   0   
中間（当期）未処理損失  21,251   ─   11,456   
利益剰余金合計   △21,250 △10.3  ─ ─  △11,456 △4.4 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   58 0.0  ─ ─  114 0.0 

Ⅴ 自己株式   △21 △0.0  ─ ─  △29 △0.0 

資本合計   14,083 6.9  ─ ─  23,926 9.2 

負債資本合計   205,403 100.0  ─ ─  260,916 100.0 
          
（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

資本金   ─ ─  12,641 5.8  ─ ─

資本剰余金              
資本準備金  ─   50   ─   
その他資本剰余金  ─   9,451   ─   
資本金及び資本準備金
減少差益  ─   9,449   ─   

自己株式処分差益  ─   1   ─   

資本剰余金合計   ─ ─  9,501 4.4  ─ ─

利益剰余金              
利益準備金  ─   154   ─   
その他利益剰余金  ─   1,525   ─   
繰越利益剰余金  ─   1,525   ─   

利益剰余金合計   ─ ─  1,679 0.8  ─ ─

自己株式   ─ ─  △34 △0.0  ─ ─

株主資本合計   ─ ─  23,787 11.0  ─ ─ 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価差額金   ─ ─  87 0.1  ─ ─

評価・換算差額等合計   ─ ─  87 0.1  ─ ─ 

純資産合計   ─ ─  23,875 11.1  ─ ─ 

負債純資産合計   ─ ─  215,807 100.0  ─ ─ 



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入   37,943 100.0  27,661 100.0  140,596 100.0 

Ⅱ 営業原価   29,909 78.8  20,905 75.6  109,128 77.6 

売上総利益   8,033 21.2  6,755 24.4  31,468 22.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   4,951 13.1  4,014 14.5  16,497 11.7 

営業利益   3,082 8.1  2,741 9.9  14,970 10.7 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  189   147   327   

２．受取配当金  ─   515   61   

３．雑収入  58 248 0.6 50 713 2.6 96 484 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  1,142   1,218   2,399   

２．シンジケートロー
ン関連費用  ─   ─   1,442   

３．雑損失  122 1,264 3.3 75 1,293 4.7 172 4,013 2.9 

経常利益   2,065 5.4  2,161 7.8  11,442 8.1 

Ⅵ 特別利益    254 0.7  53 0.2  282 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※１  326 0.8  706 2.6  702 0.5 

税引前中間（当
期）純利益   1,993 5.3  1,507 5.4  11,021 7.8 

法人税、住民税及
び事業税  6  6  13  

法人税等調整額  △16 △9 △0.0 △24 △17 △0.1 △789 △775 △0.6 

中間（当期）純利
益   2,002 5.3  1,525 5.5  11,797 8.4 

前期繰越損失   33,238   ─   33,238  

資本準備金取崩に
よる欠損填補額   9,745   ─   9,745  

合併による未処分
利益受入額   239   ─   239  

中間（当期）未処
理損失   21,251   ─   11,456  

               



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成 18年 4月 1日 至平成 18年 9月 30日） 

 （単位：百万円）

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  
資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

  繰越利益
剰余金 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
12,641 50 22,605 22,655 0 △11,456 △11,456 △29 23,811 

当中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当    （注）     △1,543 △1,543         △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     △11,456 △11,456   11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入   （注）     △154 △154 154   154   ─ 

中間純利益           1,525 1,525   1,525 

自己株式処分差益     0 0         0 

自己株式の取得               △5 △5 

自己株式の処分               0 0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間変動額（純額） 
                ─ 

当中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
    △13,154 △13,154 154 12,981 13,136 △5 △24 

平成 18年 9月 30日 残高 

（百万円） 
12,641 50 9,451 9,501 154 1,525 1,679 △34 23,787 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
114 114 23,926 

当中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当    （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     ─ 

利益準備金繰入   （注）     ─ 

中間純利益     1,525 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △5 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間変動額（純額） 
△27 △27 △27 

当中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△27 △27 △51 

平成 18年 9月 30日 残高 

（百万円） 
87 87 23,875 



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

同左 

 子会社株式および関連会社株

式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式および関連会社株

式 

同左 

子会社株式および関連会社株

式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

     

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 賃貸用ビルは定額法、その他

は定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 ３年～50年

有形固定資産その
他 

２年～50年

  

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法  ───── (1）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1）社債発行費 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）投資損失引当金 

 関係会社等への投資に対する

損失に備えるため、関係会社等

の資産内容等を検討して損失見

込額を計上しております。 

(2）投資損失引当金 

同左 

(2）投資損失引当金 

同左 

 (3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間負担分

を計上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

(3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当期負担分を計上して

おります。 

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

  過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

  過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引は特例処理

の要件を満しているため特例処

理によっております。 

───── (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引は特例処理

の要件を満しているため特例処

理によっております。 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…変動金利長期借

入金取引 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

ヘッジ対象…変動金利長期借

入金取引 

 (3）ヘッジ方針 

 当社は、長期的にみて金利の

上昇が予想されることから、金

利変動リスクを相殺し固定化す

るヘッジを行うこととしており

ます。 

 (3）ヘッジ方針 

 当社は、長期的にみて金利の

上昇が予想されることから、金

利変動リスクを相殺し固定化す

るヘッジを行うこととしており

ます。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時

およびその後も継続して、金利

上昇リスクを相殺するものと想

定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略してお

ります。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつ、ヘッジ開始時

およびその後も継続して、金利

上昇リスクを相殺するものと想

定することができるため、ヘッ

ジの有効性の判定は省略してお

ります。 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。また控除対象外消費税等は

「販売費及び一般管理費」（租

税公課、交際費）ならびに投資

その他の資産の「その他」（繰

延消費税等）に計上し、繰延消

費税等については法人税法に定

める期間により償却しておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

───── （仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

仲介・販売代理に関する収益計上基準につい

ては、従来、対象不動産の売買契約時に収益

を計上しておりましたが、不動産の仲介・販

売代理業務については、当事者間の契約成立

から取引完了までの責任を負うという観点か

ら、収益をより適正に計上し、財政状態をよ

り適正に表示するため、当中間会計期間にお

いて仲介・販売代理対象不動産の引渡しが完

了した時に収益を計上する方法に変更いたし

ました。 

この変更により営業収入は103百万円、営業

利益・経常利益・税引前中間純利益は97百万

円減少しております。 

───── 

   
───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。これ

までの資本の部の合計に相当する金額は

23,875百万円であります。 

なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等

規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

───── 

   
───── （企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間より「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

詳細は「第5 経理の状況 1.中間連結財務諸

表の状況 中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更」に記載のとおり

であります。 

───── 



（表示方法の変更） 

（追加情報） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表関係）  前中間会計期間において区分掲記していた

「借地権」は、資産総額の100分の5以下とな

ったため、当中間会計期間から無形固定資産

に一括掲記しております。 

 なお、当中間会計期間末の「借地権」の金

額は、16百万円であります。 

───── 

（中間損益計算書関係） ─────  前中間会計期間まで営業外収益の「雑収

入」に含めて表示していた「受取配当金」は

当中間会計期間において重要性が増したた

め、区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「受取配当金」の

金額は、2百万円であります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、三菱地所株式会社との業務・資本

提携の下、平成17年3月に策定した「TOWA 

Next Stage ～藤和不動産グループ新事業計

画～」（平成18年3月期から平成20年3月期）

を実行中であり、順調に推移しております。 

  

───── 

  

───── 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会平成14年８月９日)およ

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10

月31日))を前事業年度の下期より適用してお

ります。従って、前中間会計期間は従来の方

法によっており、当中間会計期間と同一の方

法を採用した場合と比べ、前中間会計期間の

「有形固定資産」は28,155百万円多く、「税

引前中間純損失」は同額少なく計上されてお

ります。 

───── ───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 

百万円 

5,479 

百万円 

3,505 

百万円 

4,848 

２．差入担保資産  （注） 百万円 

※１． 販売用土地建物 4

※２． 仕掛土地建物  40,239

※３． 材料土地 21,027

※４． 建物 1,684

※５． 土地 22,284

※６． 有形固定資産その

他 
1

※７． 無形固定資産 4

※８． 投資有価証券 317

 計 85,563

百万円 

※１．販売用土地建物 ─

※２．仕掛土地建物 54,703

※３．材料土地 21,042

※４．建物 1,613

※５．土地 22,272

※６．有形固定資産その

他 
1

※７．無形固定資産 4

※８．投資有価証券 165

 計 99,803

百万円 

※１．販売用土地建物 4

※２．仕掛土地建物 40,007

※３．材料土地 19,293

※４．建物 1,656

※５．土地 22,272

※６．有形固定資産その

他 
1

※７．無形固定資産 4

※８．投資有価証券 201

 計 83,441

３．担保付借入金  （注） 百万円 

※10． 短期借入金 63,780

※11． 長期借入金 66,862

 計 130,643

百万円 

（注）上記２及び３には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間貸借

対照表上に計上されている販売用

不動産1,826百万円、長期借入金

1,826百万円が含まれておりま

す。 

※10．短期借入金 63,070

※11．長期借入金 75,626

 計 138,696

百万円 

※10．短期借入金 61,300

※11．長期借入金 86,466

 計 147,766

４．保証債務 百万円 百万円 百万円 

(1）ゴルフローン連帯保証

債務 

(2）提携つなぎローンの連

帯保証債務 

(3）共同事業相手先の手付

金等の保全に関する連

帯保証債務 

(4）顧客住宅ローンの連帯

保証債務 

(5）提携ローン登記終了ま

での連帯保証債務 

(6）借入金保証債務 

  
515

  
726

  

─

  
8

  
8,931

藤和那須リゾート㈱ 1,513

  

  
389

  
29

  

─

  
127

  
2,249

 ─

  

  
444

  
864

  

70

  
139

  
36,290

 ─

  
  

 保証債務合計 11,694 保証債務合計 2,795 保証債務合計 37,809

５．中間期末日満期手形 ───── 中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をも

って決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれておりま

す。 

百万円 

※９．支払手形 973

───── 

６．消費税等の取扱い  仮払消費税等および仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、控除対象外消費税等は、

投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．特別損失の主要項目※１ 百万円 百万円 百万円 

サブリース解約等損失    ─   654    ─

２．減価償却実施額 百万円 百万円 百万円 

有形固定資産 

無形固定資産 

  132

  20

  90

   8

  276

  30



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加 8,595株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少   290株 

（リース取引関係） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株）  158,407 8,595 290 166,712 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件

の所有権が

借主に移転

すると認め

られるもの

以外のファ

イナンス・

リース取引

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

計 

取得価額相
当額 

31 133 164 

減価償却累
計額相当額 

10 46 57 

中間期末残
高相当額 

20 87 107 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

  (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

計 

取得価額相
当額 

35 177 212 

減価償却累
計額相当額

11 64 75 

中間期末残
高相当額 

23 113 137 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および期末残高相当額 

  

  (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

計 

取得価額相
当額 

35 180 215 

減価償却累
計額相当額 

14 42 56 

期末残高相
当額 

21 137 159 

 (2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内  32百万円

１年超  75百万円

計  107百万円

１年以内   54百万円

１年超    82百万円

計     137百万円

１年以内  54百万円

１年超  104百万円

計  159百万円

 なお、取得価額相当額および未経

過リース料中間期末残高相当額

は、重要性が乏しいため利息相当

額の合理的な見積額を控除しない

方法によっております。 

同左 なお、取得価額相当額および未経

過リース料期末残高相当額は、重

要性が乏しいため利息相当額の合

理的な見積額を控除しない方法に

よっております。 

 (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

 支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 14百万円

支払リース料   27百万円

減価償却費相当額   27百万円

支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34百万円

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。  

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 

２．オペレーテ

ィング・リ

ース取引

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内  427百万円

１年超  2,064百万円

計  2,491百万円

未経過リース料 

１年以内    124百万円

１年超  333百万円

計  457百万円

未経過リース料 

１年以内  418百万円

１年超  1,854百万円

計  2,273百万円



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（企業結合等関係） 

当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表の状況 中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．１株当たり純資産額 △256円71銭 △170円55銭 △176円57銭 

２．１株当たり中間（当

期）純利益 
12円57銭   ６円33銭 92円28銭 

３．潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

６円25銭  ５円77銭 44円67銭 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益       

中間(当期)純利益(百万円) 2,002 1,525 11,797 

普通株主に帰属しない金額(百万円)  606 821  1,543 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （606） （821） （1,543） 

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万

円) 
1,396 703 10,253 

普通株式の期中平均株式数(千株) 111,117 111,096 111,112 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益 

      

中間(当期)純利益調整額(百万円)  606 821 1,543 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （606） （821） （1,543） 

普通株式増加数(千株)  209,569         153,007 153,007 

（うち優先株式）(千株)  (209,569)  (153,007) （153,007） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ────── 当社は平成18年3月30日開催の取締役会にお

いて、栃木県那須地区における当社のリゾー

ト事業を会社分割し、連結子会社藤和那須リ

ゾート株式会社に承継させることを決議して

おりましたが、平成18年5月23日に分割を実

施しております。 

① 分割の方式 

当社を分割会社とし、藤和那須リゾート株式

会社を承継会社とする簡易吸収分割です。 

② 財産の承継 

承継会社に承継した資産、負債の項目及び金

額は下記のとおりです。 

 （単位：百万円）

 資産  負債 

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 3,477 流動負債 ─ 

固定資産 1,202 固定負債 ─ 

資産合計 4,680 負債合計 ─ 



(2）【その他】 

 記載すべき事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第51期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2）訂正発行登録書 

平成18年６月29日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社    

取締役会 御中  

  平成１７年１２月１４日   

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 正史  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７

年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、藤和不動産株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社    

取締役会 御中  

  平成１８年１２月１４日   

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、藤和不動産株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期

間から仲介・販売代理に関する収益計上基準を対象不動産の売買契約時に収益を計上する方法から、引渡しが完了した

時に収益を計上する方法に変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社    

取締役会 御中  

  平成１７年１２月１４日   

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 正史  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５１期事業年度の中間会計期間（平成１７

年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書につ

いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、藤和不動産株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７

年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社    

取締役会 御中  

  平成１８年１２月１４日   

 東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５２期事業年度の中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、藤和不動産株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から仲

介・販売代理に関する収益計上基準を対象不動産の売買契約時に収益を計上する方法から、引渡しが完了した時に収益

を計上する方法に変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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